
一
九
大
綱
（
防
衛
計
画
の
大
綱
）

（
参
照
条
文
）

○
安
全
保
障
会
議
設
置
法
（
昭
六
一
・
五
・
二
七
法
七
二

一
我
が
国
の
防
衛
の
在
り
方
に
つ
い
て
の
指
針
を
示
す
も
の
と
し
て
、
昭
和
五
一
年
一
○
月
二
九
日
に
内
閣
が
決
定
し
た
も

の
で
あ
る
。
我
が
国
が
適
切
な
規
模
の
防
衛
力
を
保
持
し
こ
れ
を
効
率
的
に
運
用
し
得
る
態
勢
を
築
く
こ
と
及
び
米
国
と
の

安
全
保
障
体
制
の
信
頼
性
の
維
持
・
円
滑
な
運
用
態
勢
の
整
備
を
図
る
こ
と
に
よ
り
侵
略
を
未
然
に
防
止
し
、
限
定
的
か
つ

小
規
模
な
侵
略
に
対
し
て
は
原
則
と
し
て
独
力
で
排
除
す
る
と
い
う
防
衛
構
想
の
下
に
、
我
が
国
が
平
時
か
ら
保
有
す
べ
き

防
衛
力
の
水
準
等
の
枠
組
み
を
定
め
、
さ
ら
に
、
編
成
、
主
要
装
備
等
の
具
体
的
規
模
に
つ
い
て
別
表
で
定
め
て
い
る
。

こ
こ
の
大
綱
は
、
安
全
保
障
会
議
設
置
法
第
二
条
第
一
項
第
二
号
の
「
防
衛
計
画
の
大
綱
」
に
当
た
り
、
そ
の
改
訂
を
行
う

場
合
に
は
、
同
会
議
に
諮
る
こ
と
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
る
（
注
）
・

三
こ
の
大
綱
は
、
憲
法
上
許
容
さ
れ
る
自
衛
の
た
め
の
必
要
最
小
限
度
の
実
力
の
範
囲
内
の
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
水
準
が

憲
法
上
の
限
界
と
一
致
す
る
も
の
で
な
い
こ
と
は
当
然
で
あ
る
。

（
注
）
防
衛
計
画
の
大
綱
の
制
定
に
お
い
て
は
、
国
防
会
議
の
決
定
を
受
け
て
い
る
。
な
お
、
昭
和
四
七
年
に
制
定
さ
れ
た
第

四
次
防
衛
力
整
備
計
画
に
つ
い
て
も
、
安
全
保
障
会
議
設
置
法
に
よ
る
改
正
以
前
の
防
衛
庁
設
置
法
第
六
二
条
第
一
項
第

二
号
の
「
防
衛
計
画
の
大
綱
」
に
当
た
る
も
の
と
し
て
、
国
防
会
議
に
か
け
ら
れ
て
い
る
。

(ｰ

■
晒
踵
】
大
綱
（
防
衛
計
画
の
大
綱
）
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（
二
口
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モ
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（
内
閣
総
理
大
臣
の
諮
問
等
）

第
二
条
内
閣
総
理
大
臣
は
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
は
、
会
議
に
諮
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
国
防
の
基
本
方
針

第
六
二
条
国
防
に
関
す
る
重
要
事
項
を
審
議
す
る
機
関
と
し
て
、
内
閣
に
、
国
防
会
議
を
置
く
。

②
内
閣
総
理
大
臣
は
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
は
、
国
防
会
議
に
は
か
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
国
防
の
基
本
方
針

○
安
全
保
障
会
議
設
置
法
に
よ
る
改
正
前
の
防
衛
庁
設
置
法
（
昭
二
九
・
六
・
九
法
一
六
四
）

五
そ
の
他
内
閣
総
理
大
臣
が
必
要
と
認
め
る
国
防
に
関
す
る
重
要
事
項

③
国
防
会
議
は
、
国
防
に
関
す
る
重
要
事
項
に
つ
き
、
必
要
に
応
じ
、
内
閣
総
理
大
臣
に
対
し
、
意
見
を
述
べ
る
こ
と
が
で

延
奏
ご
ヲ
（
》
⑥

四
防
衛
出
動
の
可
否

五
そ
の
他
内
閣
総
理

そ
の
他
内
閣
総
理

二
防
衛
計
画
の
大
綱

三
前
号
の
計
画
に
関
連
す
る
産
業
等
の
調
整
計
画
の
大
綱

四三二一 （
国
防
会
議
）

防
衛
計
画
の
大
綱

前
号
の
計
画
に
関
連
す
る
産
業
等
の
調
整
計
画
の
大
綱

防
衛
出
動
の
可
否

大
臣
が
必
要
と
認
め
る
国
防
に
関
す
る
重
要
事
項

鶴

画
閑
郵
軍
大
綱
（
防
衛
計
画
の
大
綱
）

鶴
（
二
口
メ
モ
）
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（
国
会
答
弁
例
）

（
質
問
主
意
書
・
答
弁
書
）

次
答
弁
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

《
中
曽
根
内
閣
総
理
大
臣
答
弁
』

○
国
務
大
臣
（
中
曽
根
康
弘
君
）
．
：
第
九
条
と
自
衛
隊
と
の
関
係
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
憲
法
第
九
条
第
二
項
に
お
い
て

そ
の
保
持
を
禁
じ
て
い
る
「
戦
力
」
は
、
自
衛
の
た
め
の
必
要
最
小
限
度
を
超
え
る
も
の
を
意
味
す
る
と
思
い
ま
す
。

他
方
、
大
綱
は
、
限
定
的
か
つ
小
規
模
な
侵
略
に
対
し
て
、
原
則
と
し
て
、
独
力
で
対
処
し
得
る
こ
と
等
を
目
標
と
し
た
も

の
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
が
蛮
法
上
許
容
さ
れ
る
自
衛
の
た
め
の
必
要
最
小
限
度
の
実
力
の
範
囲
内
の
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
累

一

込

し
た
が
っ
て
、
現
在
の
自
衛
隊
あ
る
い
は
大
綱
水
準
が
達
成
さ
れ
た
暁
の
自
衛
隊
が
「
戦
力
」
に
該
当
せ
ず
、
憲
法
第
九
条

に
違
反
し
な
い
こ
と
は
言
う
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
・
・
・

一
に
つ
い
て

「
防
衛
計
画
の
大
綱
」
に
お
け
る
限
定
的
か
つ
小
規
模
な
侵
略
と
は
、
全
面
戦
争
や
大
規
模
な
武
力
紛
争
に
至
ら
な
い
規

模
の
侵
略
す
な
わ
ち
限
定
的
な
侵
略
の
う
ち
、
小
規
模
な
も
の
を
言
う
。

限
定
的
か
つ
小
規
模
な
侵
略
の
規
模
、
態
様
等
を
具
体
的
に
示
す
こ
と
は
困
難
で
あ
る
が
、
一
般
的
に
は
、
事
前
に
侵
略

の
意
図
が
察
知
さ
れ
な
い
よ
う
、
大
掛
か
り
な
準
備
を
行
う
こ
と
な
し
に
奇
襲
的
に
実
施
さ
れ
、
か
つ
、
短
期
間
の
う
ち
に

既
成
事
実
を
作
っ
て
し
ま
う
こ
と
な
ど
を
ね
ら
い
と
し
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

(‐

参
・
本
会
議
昭
六
一
・
二
・
二
六

園
（
昭
五
九
・
五
・
三
対
秦
豊
・
参
）

大
綱
（
防
衛
計
画
の
大
綱
）

L_
（
二
口
メ
モ
）
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（
参
考
資
料
）

○
防
衛
計
画
の
大
綱

別
紙一

目
的
及
び
趣
旨

わ
が
国
が
憲
法
上
許
さ
れ
る
範
囲
内
で
防
衛
力
を
保
有
す
る
こ
と
は
、
一
つ
に
は
国
民
の
平
和
と
独
立
を
守
る
気
概
の
具

体
的
な
表
明
で
あ
る
と
と
も
に
、
直
接
的
に
は
、
日
米
安
全
保
障
体
制
と
相
ま
っ
て
、
わ
が
国
に
対
す
る
侵
略
を
未
然
に
防

止
し
、
万
一
、
侵
略
が
行
わ
れ
た
場
合
に
は
こ
れ
を
排
除
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
一
方
、
わ
が
国
が
そ

の
よ
う
な
態
勢
を
堅
持
し
て
い
る
こ
と
が
、
わ
が
国
周
辺
の
国
際
政
治
の
安
定
の
維
持
に
貢
献
す
る
こ
と
と
も
な
っ
て
い
る

か
か
る
意
味
に
お
い
て
わ
が
国
が
保
有
す
べ
き
防
衛
力
と
し
て
は
、
安
定
化
の
た
め
の
努
力
が
続
け
ら
れ
て
い
る
国
際
情

勢
及
び
わ
が
国
周
辺
の
国
際
政
治
構
造
並
び
に
国
内
諸
情
勢
が
、
当
分
の
間
、
大
き
く
変
化
し
な
い
と
い
う
前
提
に
た
て
ば
、

防
衛
上
必
要
な
各
種
の
機
能
を
備
え
、
後
方
支
援
体
制
を
含
め
て
そ
の
組
織
及
び
配
備
に
お
い
て
均
衡
の
と
れ
た
態
勢
を
保

有
す
る
こ
と
を
主
眼
と
し
、
こ
れ
を
も
っ
て
平
時
に
お
い
て
十
分
な
警
戒
態
勢
を
と
り
得
る
と
と
も
に
、
限
定
的
か
つ
小
規

模
な
侵
略
ま
で
の
事
態
に
有
効
に
対
処
し
得
る
も
の
を
目
標
と
す
る
こ
と
が
最
も
適
当
で
あ
り
、
同
時
に
、
そ
の
防
衛
力
を

も
っ
て
災
害
救
援
等
を
通
じ
て
国
内
の
民
生
安
定
に
寄
与
し
得
る
よ
う
配
慮
す
べ
き
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

わ
が
国
は
、
従
来
、
四
次
に
わ
た
る
防
衛
力
整
備
計
画
の
策
定
、
実
施
に
よ
り
、
防
衛
力
の
漸
進
的
な
整
備
を
行
っ
て
来

防
衛
計
画
の
大
綱

も
の
で
あ
る
。

｛
Ⅷ
洲
垂
一
癖
一
亜
朋
二
岫
卵

参

昭
和
五
二
年
度
以
降
に
係
る
防
衛
計
画
の
大
綱
に
つ
い
て
別
紙
の
と
お
り
定
め
る
。

患

■
”
動
画
大
綱
（
防
衛
計
画
の
大
縦
）

翁
国
防
会
議
決
定

閣
議
決
定

（
二
口
メ
モ
）
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二
国
際
情
勢

こ
の
大
綱
の
策
定
に
当
た
っ
て
考
慮
し
た
国
際
情
勢
の
す
う
勢
は
、
概
略
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

最
近
の
国
際
社
会
に
お
い
て
は
、
国
際
関
係
の
多
元
化
の
傾
向
が
一
層
顕
著
に
な
る
と
と
も
に
、
諸
国
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ

ム
に
根
ざ
す
動
き
が
ま
す
ま
す
活
発
化
し
て
お
り
、
他
方
、
国
際
的
相
互
依
存
関
係
が
著
し
く
深
ま
り
つ
つ
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
状
況
の
下
で
、
特
に
軍
事
面
で
依
然
圧
倒
的
比
重
を
維
持
し
て
い
る
米
ソ
両
国
の
関
係
を
中
心
に
、
東
西
間

で
は
く
核
戦
争
を
回
避
し
相
互
関
係
の
改
善
を
図
る
た
め
の
対
話
が
種
々
の
曲
折
を
経
な
が
ら
も
継
続
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
、

各
地
域
に
お
い
て
、
紛
争
を
防
止
し
国
際
関
係
の
安
定
化
を
図
る
た
め
の
各
般
の
努
力
が
な
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
米
ソ
両
国
を
中
心
と
す
る
東
西
関
係
に
お
い
て
は
、
各
種
の
対
立
要
因
が
根
強
く
存
在
し
て
お
り
、
ま

た
、
各
地
域
に
お
い
て
は
、
情
勢
の
流
動
的
な
局
面
も
多
く
、
様
々
な
不
安
定
要
因
が
見
ら
れ
る
。
わ
が
国
周
辺
地
域
に

お
い
て
は
、
米
、
ソ
・
中
三
国
間
に
一
種
の
均
衡
が
成
立
し
て
い
る
が
、
他
方
、
朝
鮮
半
島
の
緊
張
が
持
続
し
、
ま
た
、
わ

が
国
近
隣
諸
国
の
軍
事
力
の
増
強
も
引
き
続
き
行
わ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
情
勢
に
あ
っ
て
、
核
相
互
抑
止
を
含
む
軍
事
均
衡
や
各
般
の
国
際
関
係
安
定
化
の
努
力
に
よ
り
、
東
西
間
の

全
面
的
軍
事
衝
突
又
は
こ
れ
を
引
き
起
こ
す
お
そ
れ
の
あ
る
大
規
模
な
武
力
紛
争
が
生
起
す
る
可
能
性
は
少
な
い
。

ま
た
、
わ
が
国
周
辺
に
お
い
て
は
、
限
定
的
な
武
力
紛
争
が
生
起
す
る
可
能
性
を
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
大
国

間
の
均
衡
的
関
係
及
び
日
米
安
全
保
障
体
制
の
存
在
が
国
際
関
係
の
安
定
維
持
及
び
わ
が
国
に
対
す
る
本
格
的
侵
略
の
防
止

た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
前
記
の
よ
う
な
構
想
に
た
っ
て
防
衛
力
の
現
状
を
見
る
と
、
規
模
的
に
は
、
そ
の
構
想
に
お
い
て
目

標
と
す
る
と
こ
ろ
と
ほ
ぼ
同
水
準
に
あ
る
と
判
断
さ
れ
る
。

こ
の
大
綱
は
、
以
上
の
よ
う
な
観
点
に
た
っ
た
上
で
、
今
後
の
わ
が
国
の
防
衛
の
あ
り
方
に
つ
い
て
の
指
針
を
示
す
も
の

で
あ
り
、
具
体
的
な
防
衛
力
の
整
備
、
維
持
及
び
運
用
に
当
た
っ
て
は
、
以
下
に
示
す
諸
項
目
に
準
拠
し
つ
つ
、
防
衛
力
の

質
的
な
維
持
向
上
を
図
り
、
も
っ
て
わ
が
国
の
防
衛
の
目
的
を
全
う
し
得
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

で

画
屈
踵
寧
大
綱
（
防
衛
計
画
の
大
綱
）

(‐
（
二
口
メ
モ
）
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三
防
衛
の
構
想

四
防
衛
の
態
勢

に
大
き
な
役
割
を
果
た
し
続
け
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

ｌ
侵
略
の
未
然
防
止

わ
が
国
の
防
衛
は
、
わ
が
国
自
ら
適
切
な
規
模
の
防
衛
力
を
保
有
し
、
こ
れ
を
最
も
効
率
的
に
運
用
し
得
る
態
勢
を
築

く
と
と
も
に
、
米
国
と
の
安
全
保
障
体
制
の
信
頼
性
の
維
持
及
び
円
滑
な
運
用
態
勢
の
整
備
を
図
る
こ
と
に
よ
り
、
い
か

な
る
態
様
の
侵
略
に
も
対
応
し
得
る
防
衛
体
制
を
構
成
し
、
こ
れ
に
よ
っ
て
侵
略
を
未
然
に
防
止
す
る
こ
と
を
基
本
と
す

前
記
三
の
防
衛
の
構
想
の
下
に
、
以
下
に
掲
げ
る
態
勢
及
び
次
の
五
に
掲
げ
る
体
制
を
備
え
た
防
衛
力
を
保
有
し
て
お
く

も
の
と
す
る
。
そ
の
防
衛
力
は
、
前
記
一
に
お
い
て
わ
が
国
が
保
有
す
べ
き
防
衛
力
に
つ
い
て
示
し
た
機
能
及
び
態
勢
を
有

す
る
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
情
勢
に
重
要
な
変
化
が
生
じ
、
新
た
な
防
衛
力
の
態
勢
が
必
要
と
さ
れ
る
に
至
っ
た
と
き
に
は
、

円
滑
に
こ
れ
に
移
行
し
得
る
よ
う
配
意
さ
れ
た
基
盤
的
な
も
の
と
す
る
。

２
侵
略
対
処

間
接
侵
略
事
態
又
は
侵
略
に
つ
な
が
る
お
そ
れ
の
あ
る
軍
事
力
を
も
っ
て
す
る
不
法
行
為
が
発
生
し
た
場
合
に
は
、
こ

れ
に
即
応
し
て
行
動
し
、
早
期
に
事
態
を
収
拾
す
る
こ
と
と
す
る
。

直
接
侵
略
事
態
が
発
生
し
た
場
合
に
は
、
こ
れ
に
即
応
し
て
行
動
し
、
防
衛
力
の
総
合
的
、
有
機
的
な
運
用
を
図
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
極
力
早
期
に
こ
れ
を
排
除
す
る
こ
と
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
限
定
的
か
つ
小
規
模
な
侵
略
に
つ

い
て
は
、
原
則
と
し
て
独
力
で
排
除
す
る
こ
と
と
し
、
侵
略
の
規
模
、
態
様
等
に
よ
り
、
独
力
で
の
排
除
が
困
難
な
場
合

に
も
、
あ
ら
ゆ
る
方
法
に
よ
る
強
じ
ん
な
抵
抗
を
継
続
し
、
米
国
か
ら
の
協
力
を
ま
っ
て
こ
れ
を
排
除
す
る
こ
と
と
す
る
。

る
ロ

ま
た
、
核
の
脅
威
に
対
し
て
は
、
米
国
の
核
抑
止
力
に
依
存
す
る
も
の
と
す
る
。

鐙

国
大
綱
（
防
衛
計
画
の
大
綱
）

鐙
（
二
口
メ
モ
）
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国
内
の
ど
の
地
域
に
お
い
て
も
、
必
要
に
応
じ
て
災
害
救
援
等
の
行
動
を
実
施
し
得
る
こ
と
。

五
陸
上
、
海
上
及
び
航
空
自
衛
隊
の
体
制

ｌ
警
戒
の
た
め
の
態
勢

わ
が
国
の
領
域
及
び
そ
の
周
辺
海
空
域
の
警
戒
監
視
並
び
に
必
要
な
情
報
収
集
を
常
続
的
に
実
施
し
得
る
こ
と
。

２
間
接
侵
略
、
軍
事
力
を
も
っ
て
す
る
不
法
行
為
等
に
対
処
す
る
態
勢

側
国
外
か
ら
の
支
援
に
基
づ
く
騒
じ
ょ
う
の
激
化
、
国
外
か
ら
の
人
員
、
武
器
の
組
織
的
な
潜
搬
入
等
の
事
態
が
生
起

し
、
又
は
わ
が
国
周
辺
海
空
域
に
お
い
て
非
公
然
武
力
行
使
が
発
生
し
た
場
合
に
は
、
こ
れ
に
即
応
し
て
行
動
し
、
適

３
直
接
侵
略
事
態
に
対
処
す
る
態
勢

直
接
侵
略
事
態
が
発
生
し
た
場
合
に
は
、
そ
の
侵
略
の
態
様
に
応
じ
て
即
応
し
て
行
動
し
、
限
定
的
か
つ
小
規
模
な
侵

略
に
つ
い
て
は
、
原
則
と
し
て
独
力
で
こ
れ
を
排
除
し
、
ま
た
、
独
力
で
の
排
除
が
困
難
な
場
合
に
も
有
効
な
抵
抗
を
継

続
し
て
米
国
か
ら
の
協
力
を
ま
っ
て
こ
れ
を
排
除
し
得
る
こ
と
。

４
指
揮
通
信
及
び
後
方
支
援
の
態
勢

６
災
害
救
援
等
の
態
勢

５
教
育
訓
練
の
態
勢

(2)
迅
速
か
つ
有
効
適
切
な
行
動
を
実
施
す
る
た
め
、
指
揮
通
信
、
輸
送
、
救
難
、
補
給
、
保
守
整
備
等
の
各
分
野
に
お
い

て
必
要
な
機
能
を
発
揮
し
得
る
こ
と
。

切
な
措
置
を
講
じ
得
る
こ
と
。

防
衛
力
の
人
的
基
盤
の
か
ん
養
に
資
す
る
た
め
、
周
到
な
教
育
訓
練
を
実
施
し
得
る
こ
と
。

る
こ
と
。

わ
が
国
の
領
空
に
侵
入
し
た
航
空
機
又
は
侵
入
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
航
空
機
に
対
し
、
即
時
適
切
な
措
置
を
講
じ
得

「

画
咽
踵
ご
大
綱
（
防
衛
計
画
の
大
綱
）

L
（
二
口
メ
モ
）
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、

よ
う
な
体
制
を
維
持
す
る
も
の
と
す
る
。

こ
の
ほ
か
、
各

１
陸
上
自
衛
隊 各

２
海
上
自
衛
隊

３
航
空
自
衛
隊

前
記
四
の
防
衛
の
態
勢
を
保
有
す
る
た
め
の
基
幹
と
し
て
、
陸
上
、
海
上
及
び
航
空
自
衛
隊
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の

⑩
わ
が
国
の
領
域
の
ど
の
方
面
に
お
い
て
も
、
侵
略
の
当
初
か
ら
組
織
的
な
防
衛
行
動
を
迅
速
か
つ
効
果
的
に
実
施
し

得
る
よ
う
、
わ
が
国
の
地
理
的
特
性
等
に
従
っ
て
均
衡
を
と
っ
て
配
置
さ
れ
た
師
団
等
を
有
し
て
い
る
こ
と
。
．

③
主
と
し
て
機
動
的
に
運
用
す
る
各
種
の
部
隊
を
少
な
く
と
も
一
個
戦
術
単
位
有
し
て
い
る
こ
と
。

⑧
重
要
地
域
の
低
空
域
防
空
に
当
た
り
得
る
地
対
空
誘
導
弾
部
隊
を
有
し
て
い
る
こ
と
。

㈹
海
上
に
お
け
る
侵
略
等
の
事
態
に
対
応
し
得
る
よ
う
機
動
的
に
運
用
す
る
艦
艇
部
隊
と
し
て
、
常
時
少
な
く
と
も
一

個
護
衛
隊
群
を
即
応
の
態
勢
で
維
持
し
得
る
一
個
謹
衛
艦
隊
を
有
し
て
い
る
こ
と
。

③
沿
岸
海
域
の
警
戒
及
び
防
備
を
目
的
と
す
る
艦
艇
部
隊
と
し
て
、
所
定
の
海
域
ご
と
に
、
常
時
少
な
く
と
も
一
個
隊

を
可
動
の
態
勢
で
維
持
し
得
る
対
潜
水
上
艦
艇
部
隊
を
有
し
て
い
る
こ
と
。

③
必
要
と
す
る
場
合
に
、
重
要
港
湾
、
主
要
海
峡
等
の
鶏
戒
、
防
備
及
び
掃
海
を
実
施
し
得
る
よ
う
、
潜
水
艦
部
隊
、

回
転
翼
対
潜
機
部
隊
及
び
掃
海
部
隊
を
有
し
て
い
る
こ
と
。

側
周
辺
海
域
の
監
視
哨
戒
及
び
海
上
護
衛
等
の
任
務
に
当
た
り
得
る
固
定
翼
対
潜
機
部
隊
を
有
し
て
い
る
こ
と
。

の
わ
が
国
周
辺
の
ほ
ぼ
全
空
域
を
常
続
的
に
警
戒
監
視
で
き
る
航
空
警
戒
管
制
部
隊
を
有
し
て
い
る
こ
と
。

②
領
空
侵
犯
及
び
航
空
侵
攻
に
対
し
て
即
時
適
切
な
措
置
を
講
じ
得
る
態
勢
を
常
続
的
に
維
持
し
得
る
よ
う
、
戦
闘
機

部
隊
及
び
高
空
域
防
空
用
地
対
空
誘
導
弾
部
隊
を
有
し
て
い
る
こ
と
。

溌
自
衛
隊
の
有
機
的
協
力
体
制
の
促
進
及
び
統
合
運
用
効
果
の
発
揮
に
つ
き
特
に
配
意
す
る
も
の
と
す
る
。

＆

国
軍
副
唾
大
綱
（
防
衛
計
画
の
大
綱
）

蟻
（
二
口
メ
モ
）
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一
ハ

別
表 防

衛
力
の
整
備
に
当
た
っ
て
は
、
前
記
四
及
び
五
に
掲
げ
る
態
勢
等
を
整
備
し
、
諸
外
国
の
技
術
的
水
準
の
動
向
に
対
応

し
得
る
よ
う
、
質
的
な
充
実
向
上
に
配
意
し
つ
つ
こ
れ
ら
を
維
持
す
る
こ
と
を
基
本
と
し
、
そ
の
具
体
的
実
施
に
際
し
て
は
、

そ
の
と
き
ど
き
に
お
け
る
経
済
財
政
事
情
等
を
勘
案
し
、
国
の
他
の
諸
施
策
と
の
調
和
を
図
り
っ
っ
、
次
の
諸
点
に
留
意
し

な
お
、
各
年
度
の
防
衛
力
の
具
体
的
整
備
内
容
の
う
ち
、
主
要
な
事
項
の
決
定
に
当
た
っ
て
は
国
防
会
議
に
は
か
る
も
の

と
し
、
当
該
主
要
な
事
項
の
範
囲
は
、
別
に
国
防
会
議
に
は
か
っ
た
上
閣
議
で
決
定
す
る
も
の
と
す
る
。

ｌ
隊
員
の
充
足
に
つ
い
て
の
合
理
的
な
基
準
を
設
定
す
る
と
と
も
に
、
良
質
の
隊
員
の
確
保
と
士
気
高
揚
を
図
る
た
め
の

３
装
備
品
等
の
整
備
に
当
た
っ
て
は
、
そ
の
適
切
な
国
産
化
に
つ
き
配
意
し
つ
つ
、
緊
急
時
の
急
速
取
得
、
教
育
訓
練
の

容
易
性
、
費
用
対
効
果
等
に
つ
い
て
の
総
合
的
な
判
断
の
下
に
効
率
的
な
実
施
を
図
る
こ
と
。

４
防
衛
力
の
質
的
水
準
の
維
持
向
上
に
資
す
る
た
め
、
技
術
研
究
開
発
態
勢
の
充
実
に
努
め
る
こ
と
。

２
防
衛
施
設
の
有
効
な
維
持
及
び
整
備
を
図
る
と
と
も
に
、
騒
音
対
策
等
環
境
保
全
に
配
意
し
、
周
辺
と
の
調
和
に
努
め

て
こ
れ
を
行
う
も
の
と
す
る
。

③
必
要
と
す
る
場
合
に
、
着
上
陸
侵
攻
阻
止
及
び
対
地
支
援
、
航
空
偵
察
、
低
空
侵
入
に
対
す
る
早
期
警
戒
監
視
並
び

に
航
空
輸
送
の
任
務
に
そ
れ
ぞ
れ
当
た
り
得
る
部
隊
を
有
し
て
い
る
こ
と
。

以
上
に
基
づ
く
編
成
、
主
要
装
備
等
の
具
体
的
規
模
は
、
別
表
の
と
お
り
と
す
る
。

防
衛
力
整
備
実
施
上
の
方
針
及
び
留
意
事
項

施
策
に
つ
き
配
慮
す
る
こ
と
。

ア
（
》
》
」
‐
〆
）
。

で

自
衛
官
定
数Ｉ

平
時
地
域
配
備
す
る
部
隊

園
大
綱
（
防
衛
計
画
の
大
綱
）

一
二
個
師
団

一

八

4
万
人

（
二
口
メ
モ
）
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（
注
）
こ
の
表
は
、
こ
の
大
綱
策
定
時
に
お
い
て
現
有
し
、
又
は
取
得
を
予
定
し
て
い
る
装
備
体
系
を
前
提

と
す
る
も
の
で
あ
る
。

鐙

星
口
蔵

■
軍
恥
辱
大
綱
（
防
衛
計
画
の
大
綱
）

値
混
成
田

霧
（
二
口
メ
モ
）
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航
空
自
衛
隊

海
上
自
衛
隊

主
要
装
備

基
幹
部
隊

主
要
装
備

基
幹
部
隊

作
戦
用
航
空
機

航
空
警
戒
管
制
部
隊

要
撃
戦
闘
機
部
隊

支
援
戦
闘
機
部
隊

航
空
偵
察
部
隊

航
空
輸
送
部
隊

警
戒
飛
行
部
隊

高
空
域
防
空
用
地
対
空
誘
導
弾
部
隊

対
潜
水
上
艦
艇

潜
水
艦

作
戦
用
航
空
機

対
潜
水
上
艦
艇
部
隊
（
機
動
運
用
）

対
潜
水
上
艦
艇
部
隊
（
地
方
隊
）

潜
水
艦
部
隊

掃
海
部
隊

陸
上
対
潜
機
部
隊

低
空
域
防
空
用
地
対
空
誘
導
弾
部
隊

機
動
運
用
部
隊

約
四
三
○
機

一
一

一
一
一

一
一
一

一
ハ

個
飛
行

個
飛
行

個
飛
行

個
飛
行

個
高
射

八
個
警
戒

○
個
飛
行

群隊隊隊隊隊群

約
六
○
隻
六
隻

約
二
二
○
機

一二六一四

六

個

個 個

掃
海
個

○

個

護
衛

隊 隊

隊群隊隊群

八
個
高
射
特
科
群

ー一一一一

個

個
特
科

個
空
挺

個
教
導

ヘ
リ
コ
プ
タ
1

個
機
甲
師

団団団団団


